
• 政府は、GXを総合的かつ計画的に推進するための戦略（脱炭素成長型経済構造移行推進戦略）を策定。戦略はGX経済への移行状況を検討し、適切に見直し。

【第６条】

✓ 世界規模でグリーン・トランスフォーメーション（GX）実現に向けた投資競争が加速する中で、我が国でも2050年カーボンニュートラル等の国際
公約と産業競争力強化・経済成長を同時に実現していくためには、今後10年間で150兆円を超える官民のGX投資が必要。

✓ 昨年12月にGX実行会議で取りまとめられた「GX実現に向けた基本方針」に基づき、（１）GX推進戦略の策定・実行、（２）GX経済移行債の
発行、（３）成長志向型カーボンプライシングの導入、（４）GX推進機構の設立、（５）進捗評価と必要な見直しを法定。

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律
【ＧＸ推進法】の概要（2023年５月成立）

（１）GX推進戦略の策定・実行

背景・法律の概要

① 炭素に対する賦課金（化石燃料賦課金）の導入

• 2028年度（令和10年度）から、経済産業大臣は、化石燃料の輸入事業

者等に対して、輸入等する化石燃料に由来するCO2の量に応じて、化石燃

料賦課金を徴収。【第11条】

② 排出量取引制度

• 2033年度（令和15年度）から、経済産業大臣は、発電事業者に対して、

一部有償でCO2の排出枠（量）を割り当て、その量に応じた特定事業者負

担金を徴収。【第15条・第16条】

• 具体的な有償の排出枠の割当てや単価は、入札方式（有償オークション）

により、決定。【第17条】

（３）成長志向型カーボンプライシングの導入

• 政府は、GX推進戦略の実現に向けた先行投資を支援するため、2023年度

（令和５年度）から10年間で、GX経済移行債（脱炭素成長型経済構造

移行債）を発行。【第７条】

（２）GX経済移行債の発行

（４）GX推進機構の設立

※ GX経済移行債や、化石燃料賦課金・特定事業者負担金の収入は、エネルギー対策特別会
計のエネルギー需給勘定で区分して経理。必要な措置を講ずるため、本法附則で特別会計に
関する法律を改正。

• 経済産業大臣の認可により、GX推進機構（脱炭素成長型経済構造移行

推進機構）を設立。

（GX推進機構の業務）【第54条】

① 民間企業のGX投資の支援（金融支援（債務保証等））

② 化石燃料賦課金・特定事業者負担金の徴収

③ 排出量取引制度の運営（特定事業者排出枠の割当て・入札等） 等

• GX投資等の実施状況・CO2の排出に係る国内外の経済動向等を踏まえ、施策の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを講ずる。

• 化石燃料賦課金や排出量取引制度に関する詳細の制度設計について排出枠取引制度の本格的な稼働のための具体的な方策を含めて検討し、この法律の施行後

２年以内に、必要な法制上の措置を行う。【附則第11条】

（５）進捗評価と必要な見直し

※ ①②は、直ちに導入するのではなく、GXに取り組む期間を設けた後で、エネルギーに係る負担

の総額を中長期的に減少させていく中で導入。（低い負担から導入し、徐々に引上げ。）

• 炭素排出に値付けをすることで、GX関連製品・事業の付加価値を向上。

⇒ 先行投資支援と合わせ、GXに先行して取り組む事業者にインセンティブが

付与される仕組みを創設。

• GX経済移行債は、化石燃料賦課金・特定事業者負担金により償還。

（2050年度（令和32年度）までに償還）。【第８条】

※ 今後10年間で20兆円規模。エネルギー・原材料の脱炭素化と収益性向上等に資する革新
的な技術開発・設備投資等を支援。

※本法附則において改正する特別会計に関する法律については、平成28年改正において同法第88条第１項第２号ニに併せて手当する必要があった所要の規定の整備を行う。 19
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今後のGX投資イメージ

2023 2030 2033～

投資額

20

民間
投資額

市場の立ち上がり

◼ GX実現に向けた投資は、規制・支援一体型によるGX市場の立ち上げとともに実施する必要がある分野や、
研究開発要素を伴う分野が存在するため、世界的に見ても、足元数年間から徐々に立ち上がる傾向となる。

◼ 出来るだけ早期の投資促進に向けて、規制・制度の活用や国の複数年度コミットに基づく大胆な投資促進策によ
り強力に実行していく。

・・・

・・・

官民協調により
10年間で150兆円超

の投資実現

*金額については暫定値であり、それぞれ一定の仮定を置いて機械的に算出したもの。今後変わる可能性がある点に留意。PJの進捗等により増減もありうる。

既存制度

国の「トランジション・ボンド」発
行等による民間GX金融活性化

国による
投資額

GX投資の拡大
に伴い国による
投資額は増加

カーボンプライシングをはじめとする
規制・制度の活用 等

GX経済移行債による
20兆円規模の投資促進策

GX投資の拡大

技術開発の進展

572179
テキストボックス
   2 



令和６年度GX関連概算要求（案）

◼ GX推進法によって、国による複数年度にわたるコミットと、炭素価格を踏まえた値差支援制度など、規制・制度と
一体化した予算措置が可能になった。

◼ 複数年度にわたり、各国の制度・技術動向を見据えて、「総額２兆円超＋事項要求」を内容とする、戦略的で予
見可能性をもった予算要求を行う。

GX
市場

・高温ガス炉・高速炉（実証炉）の研究開発支援：3年で1,521億円 （R6年度 523億円)

・革新的脱炭素製品等の国内サプライチェーン構築支援：5年で1.2兆円規模 (R6年度 7,207億円)
例：水電解装置、蓄電池、ﾍﾟﾛﾌﾞｽｶｲﾄ太陽電池、洋上風力発電設備、ﾊﾟﾜｰ半導体等

・GX分野のディープテック・スタートアップ育成支援： 5年で2,034億円 （R6年度 407億円）

・規制・制度と一体的に講じるEV、PHV、FCVの導入支援（ﾄﾗｯｸ、ﾊﾞｽ等の事業者向け基礎充電設備を含む）：1,417億円

例：次世代自動車、ﾄﾗｯｸ、ﾊﾞｽ、ﾀｸｼｰ 等

・中小企業をはじめとする、非化石転換やディマンド・リスポンス対策を伴う先進的な省ｴﾈ投資支援：5年で1,925億円 （R6年度910億円）

・既存住宅の高断熱窓や高効率給湯器（ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ等）の導入支援： 1,484億円

・ 水素・ｱﾝﾓﾆｱのｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝ構築のための値差支援

・ SAFの製造設備・原料ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝ整備支援

・ 排出削減が困難な産業の製造ﾌﾟﾛｾｽ転換や資源循環投資（ｻｰｷｭﾗｰｴｺﾉﾐｰ）事項要求
※産業競争力強化・経済成長

及び排出削減の効果が高い
GXの促進

＜国による複数年コミット※を基本とし、総額２兆円超（令和６年度：1.2兆円超）の投資促進策＋事項要求＞

・先行実施として、約9,000億円規模の研究開発予算を措置済み。順次、実行中。
①水素還元製鉄・ペロブスカイト太陽電池の開発等に向けた「グリーンイノベーション基金」、②革新的GX技術創出事業（GteX）等

・ GX推進機構関連予算 等

研
究
開
発

実
装

市
場
拡
大

※ 国庫債務負担行為等
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県内主要企業等による富山型ＧＸに向けたワークショップ

〇スケジュール

10月17日(火) 第１回ワークショップ（キックオフミーティング）

※カーボンニュートラル推進月間の一環として実施

基調講演： 経産省ＧＸ推進企画室長

事例紹介： ＹＫＫ(株)、ハリタ金属(株)

パネルディスカッション

11月以降 第２回ワークショップ

グループディスカッション：ＧＸへの対応と課題

県内企業でも地域特性を活かしたGXに挑戦し、持続的な成長を目指すため、ワークショップを

開催

（１）ＧＸに向けた温室効果ガス排出削減や産業競争力の向上の実現に向けた最新の知見の共有

（２）県内企業が連携したプロジェクトの実施、共通課題の検討

（３）自らの排出削減に加え、サプライチェーンでの炭素中立に向けた取組み等の検討
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